
転居 されたときの主な手続き

国民健康保険 74歳以下

新しい保険証を交付します。古
い保険証を返却してください。
ご希望の方は限度額認定証を
交付します。

・印鑑
・国民健康保険証
・高齢受給者証（70歳以上の方）
・限度額適用認定証（申請された方）

住民環境課

印鑑登録 15歳以上
すでに印鑑登録をされている方
は、そのまま使用していただけ
ます。

住民環境課

マイナンバーカード 新しい住所を記入をします。 ・マイナンバーカード 住民環境課

国民年金
20～60歳
（65歳）

住所の変更については届出の
必要はありません。

住民環境課

乳児医療
18歳以下
(高校まで）

受給者証に記載された住所を
変更します。

・印鑑
・受給者証

健康福祉課

母子・父子家庭の
福祉医療費

18歳以下
（高校まで）

受給者証に記載された住所を
変更します。

・受給者証
・印鑑（シャチハタ不可）

健康福祉課

重度障害者医療

身体１～３級
療育Ａ１～Ｂ１
精神１～２級

の手帳保持者

受給者証に記載された住所を
変更します。

・受給者証
・印鑑（シャチハタ不可）

健康福祉課

児童手当

15歳以下
（中学まで）

算定対象者１
８歳以下

届出時に必要な手続きなし
受給者変更の場合は担当窓口へ
お問い合わせください。

届出時に必要な手続きなし 子ども課

身体障害者手帳
身体障害者手帳の住所変更を
します。

・身体障害者手帳
・印鑑

健康福祉課

療育手帳
療育手帳の住所変更をします。 ・療育手帳

・印鑑（シャチハタ不可）
健康福祉課

精神障害者保健福祉
手帳

精神障害者保健福祉手帳の住
所変更をします。

・障害者手帳
・印鑑（シャチハタ不可）

健康福祉課

障害者自立支援
自立支援医療受給者証の住所
変更をします。

・自立支援医療（精神通院）受給者
証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
同一保険加入者全員の健康保険証
書
・印鑑（シャチハタ不可）

健康福祉課

必要な手続き 対象年齢 手続きの内容 お持ちいただくもの 担当課 チェック



必要な手続き 対象年齢 手続きの内容 お持ちいただくもの 担当課 チェック

介護保険
65歳以上

（40～64歳）
保険証に記載された住所を変
更します。

・介護保険証
・負担限度額認定証

健康福祉課

就学児童生徒の異動
・転入届 ６～１５歳 教育総務課

◎１月末～３月末までで新
入学に該当する場合 ６・１２歳 教育総務課

指定校変更 ６～１５歳 教育総務課

幼稚園

教育総務課

留守家庭児童教室の変
更手続き

利用者 利用教室

ごみ処理 住民環境課

児童扶養手当
18歳以下

（高校まで）
子ども課

園児の異動 保育園児 子ども課

上下水道の住所変更
詳しくは、担当窓口へお問い合
わせください。

・印鑑 水道課

総務課

区長氏名 地区名：

住所 町　 名：

電話番号

養老町役場　住民環境課　　☏　０５８４－３２－１１０４

「留守家庭児童教室利用状況変更届」にご記入後、ご利用されている教室
へご提出ください。

ごみカレンダーをご確認ください。
ごみ集積場の場所は区長さんにお尋ねください。

詳しくは、担当窓口へお問い合わせください。

変更になった事項を保育園へご連絡ください。

区長さんへの連絡

転入されたことを区長さんに連絡願いします。
・区の詳細については区長さんにお尋ねください。
・広報等は区長さんから配布されます。

「児童・生徒異動届」をご記入後、２枚を学校へご提出ください。

入学通知書をご返納ください。

指定された就学指定校以外の学校を希望する場合は、担当窓口へお問い
合わせください。

就学前の子の異動
（５歳児で幼稚園に通園
している子）

５（６）歳

「児童・生徒異動届」へご記入後、幼稚園へご提出ください。

校区が変わる場合は、退園・入園の手続きが必要です。
担当窓口へお問い合わせください。


